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大阪アメニティパーク（ＯＡＰ）［日刊建設新聞社提供ｊ

＠浅見輝男・カドミウム汚染の諸問題
ｅ畑明郎・市街地の土壌汚染の現状と対策一大阪アメニティパーク（ＯＡＰ）の事例にみる
＠佐藤泉・土壌汚染対策法方包行状況
＠楡井久・これで良いのか土壌汚染調査法
＠中地重晴・有害化学物質の排出量は本当に減ったのだろうか？一疑問の残る第３回ＰＲＴＲデータ公表
＠畑直之・「環境法の今」第２２回／京都議定書目標達成計画の決定と地球温暖化対策推進法の改正
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食品中カドミウムの規制基準について国際的に検討さ

れているという記事が最近新同等で報道されるようにな

りました。検討しているのは、ＦＡＯとＷＨＯの下部機

関であるコーデックス食品添加物・汚染物質部会（ＣＣ

ＦＡＣ）です。わが国では１９７０年末に開かれた第６４回臨

時国会で「公害基本法」の一部が改正され、「ニヒ壌の汚

染」が追加されました。その実施法として「農川地の土

壌の汚染防止等に関する法律」が制定され、１．０ｐＰｍ以上

の玄米が生産されるか、その可能性が高い水田の修復が

実施されています。２００４乍１０月８日の環境省発表によれ

ば、カドミウムが基準値以上検出された地域は６６８６ｈａ

（９５地域）あります。しかし、後述のように米のカドミ

ウム規制基準値７う可）。２ｐｐｍに決まった場合は勿論、０．４ｐｐｍ

に決まった場合でもかなり広大な水田が修復の対象にな

ります。そこで、カドミウムによる健康影響とＣＣＦＡ

Ｃでの検討状況について述べることにします。

１）カドミウムとは

カドミウムは自然界に存在する９２種の元素の一つであ

り、重金属元素に属しています。元素ですから徴生物的

あるいは化学的手法では分解できません。ひとたび自然

界に放出されたカドミウムは永久に無くなることはあり

ま せ ん。

カドミウムは主として亜鉛鉱石である閃亜鉛鉱に含ま

れて存在しており、亜鉛鉱山等で採掘、選鉱、製錬の過

程で亜鉛と共に環境に放出されます。さらに、カドミウ

ムを含む各種製品を製造する過程、それらを廃棄する過

程でカドミウムは環境に放出されます。放出されたカド

ミウムはかんがい水を通じて、あるいは大気降下物とし

て農地土壌を汚染し、水田では水稲によって、畑では野

菜等の畑作物によって吸収されます。その結果、カドミ

ウムを含んだ食品が我々の食卓に上ることになります。
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茨城大学名誉教授浅見輝男

２） カ ド ミ ウム の 健 康 影 響
一般環境におけるカドミウムの健康影響のうち最も重

要なものはイタイイタイ病です。この病気は富山県神通

川流域に居住する巾年以降の女性に多発した、激しい痛

みを訴え、少しの外力でも骨折する病気です。イタイイ

タイ病は明治時代の終わりから大正時代の始めころから

発生したと考えられています。１９６８年５月厚生省はイタ

イイタイ病の原囚は神通川の上流にある神岡鉱山より排

出されたカドミウムであるという見解を発表しました。

その後、長崎県対馬佐須川・椎根川流域、兵庫県市川流

域、石川県梯川流域でもイタイイタイ病の発生が学会誌

等で報告されていますが、政府は未だに公害忠者として

認定していません。

カドミウムが体内に吸収されて最初に影響が出る臓器

（標的臓器）は腎臓です。この腎障害がイタイイタイ病

の前駆症状です。また、カドミウムは骨へも影響し、骨

軟化症と骨粗しょう症の原因物質でもあります。カドミ

ウムには環境ホルモン的作用があるという報告もありま

す。

さらに、カドミウム曝露は寿命にも影響し、カドミウ
ム曝露は寿命を短くするようです。

３ ） 米 中 カ ド ミ ウム の 規 制 基 準 値

食品巾カドミウムの規制基準は腎障害を指標として決

められています。

厚生省は１９７０年７月７日に玄米巾カドミウムの規制基

叩値を１．０ｐｐｍに決めました。この値は高すぎるとの批判

があったので、厚生省は微量重金属調査研究会を急辿組

織して、この１７日後の７月２４ＥＩに１．０ｐｐｍを追認する報告

書をこの研究会名で山し、結局日木における玄米中カド
ミウム濃度の規制基準値は１．０ｐｐｍとなりました。

しかし、その後日本における多くの疫学調査の結果、



米中カドミウムの耐容量は０．１～０．２ｐｐｍ程度であると考え

られています。

前述のＣＣＦＡＣでは、２００３年の会議までは、精米の

規制基準値案０．２ｐｐｍで議論が進んでいました。ところが

日本政府は、２００３年１２月１５日にＣＣＦＡＣ事務局へ［日

本政府意見］を送付し、そのなかで精米の規制基準値案

を０．４ｐｐｍにするように提案しました。２００４年のＣＣＦＡ

Ｃ案では０．４ｐｐｍとなり、その後更に検討を続けることに

なっています。

４）「日本政府意見」とその問題点

「日本政府意見」は３つの部分から成り立っています。

け）日本には地質学的特徴として火山灰土が多く、火

山灰土はカドミウムを多く含むので、作物申カドミウム

濃度も高くなる。（２）１９６９年の調査によって、工場の

影響のない水田でも０．４ｐｐｍのカドミウム米が生産され

た。（３）日本の食品中カドミウムデータを用いて実施

した確率的曝露評価によれば、精米巾の最大濃度を

０．４ｐｐｍにしても公衆衛生上何らの問題がない。という３

つ で す。

（１）については「火山灰土のカドミウム濃度が高い

ことはないが、火山灰土はカドミウムを吸着する力が強

いので汚染火山灰土巾カドミウム濃度は高い。なお、火

山灰土に吸着されたカドミウムは作物によって吸収され

にくい］。

（２）については、Ｆ１９６９年の調査では、汚染地とさ

れた東京都農業試験場水田および東邦亜鉛のある安中市

の汚染水田を非汚染地と問違えた結果、非汚染地でも

０．４ｐｐｍの米が生産されると錯覚したものである」という

ことであり、この２点については以前から問違っている

ことが分っていました。

（３）は２００３年に環境省環境研究所の新田裕史による

研究論文に基づいています。新田論文では、国民栄養調

査の食品摂取量についてのデータベースと農林水産省に

よる食品巾カドミウム濃度についての実態調査を使って

推計しています。そして、精米中カドミウム濃度を

０．４ｐｐｍに設定した場合、９５％値の人でもカドミウム摂取

量が体重ｌｋｇ当たり７マイクログラム（ＦＡＯ／ＷＨＯ

合同食品添加物専門家委員会［ＪＥＣＦＡ］による暫定

耐容週間摂取量［ＰＴＷＩ］）を超えないのであるから

精米中カドミウム濃度を０．４ｐｐｍにしても差し支えないと
いうものです。しかし、国民栄養調査のデータから１９歳

以下、妊婦等を除外して推計しています。言うまでもな

く子ども、特に幼児では体重１ｋｇ当たりの食品摂取量が

多く、したがってカドミウム摂取量も多いことは明らか

です。亜鉛製錬所周辺の疫学調査に基づいて、子どもに

対するカドミウム曝露は大人に対するカドミウム曝露よ

り腎臓機能への影響が大きいという報告が外国にはあり

ます。日本では子どもや妊婦に対するカドミウムの健康

影響についての調査研究はありません。調査研究なしに

推計処理から１９歳以下の人や妊婦等を除外するのは一種

のごまかしであると考えられます。

以上のように、精米中カドミウム濃度を０．４ｐｐｍにして

もよいという「日本政府意見」を支えている３本柱は、

すべて間違いとごまかしです。日本の疫学調査結果から

考えても、少なくとも２００３年までの原案である０．２ｐｐｍ程

度にする必要があると考えられます。

５）おわりに

欧米ではカドミウムの規制が賎しくなり、カドミウム

の生産量と使用量は減少しています。生産量が１９８９年ま

で日本についで２位の米国、３位のベルギーは２００３年に

は激減し、これに対して２００３年における日本（１位）、

中国（２位）、韓国（３位）のカドミウム生産量は、そ

れぞれ２４９６ｔ、２４４１ｔ、２１７５ｔであり、この３国で全世

界生産量の４２．２％を占めています。また、米国、ベルギ
ーの消費量は激減し、これに対して、２００３年の日本、中

国、韓国の消費量はそれぞれ６０６２ｔ（１位）、５４０７ｔ

（２位）、１００ｔで全世界消費量の５９．４％となっています。

偉国の消費量も今後増大すると考えられます。したがっ

て、カドミウム汚染問題は過去の問題ではなく、現在と

将来の問題であり、日本を含む東アジアの重大問題であ

ることは明らかであります。

参 考 文 献
浅見輝舅（２００１）日本土壌の有害金属汚染、４０２頁、アグネ技
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添加物・汚染物質部会の審議状況に関連してー、人閻と環境、
２９：１２２-１４６．
日本環境学会食品中カドミウム基準値検討Ｗ門委貝会（２００４）
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本的な対策を求めた。

２００３年末から２００４年は

じめにかけてマンション
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市街地の土壌汚染の現状と対策
大阪アメニティパーク（ＯＡＰ）の事例にみる

大阪市 長 賞 受 賞 の ビ ル で 宅 建 業 法 違 反

大阪アメニティパーク（ＯＡＰ）は，三菱金属（現三

菱マテリアル）大阪製錬所跡地で１９８９年に大阪市の再開

発地区計画制度の第一号に選定され，全国でも２番目の

再開発地区計画制度の指定を受けた大規模再開発事業で

あった。事業者は三菱地所・三菱マテリアル・大林組な

どで，ＯＡＰの敷地而積は約５ｈａ，総延床面ｉ則ま約２６万

ｍ２であり，３９階建て・述床面積が約１４万ｍ２の巨大オフ

ィスビル，２４階建て・延床面私が約７万ｍ２の帝国ホテル，

および３０階建て・延床面積が約７万ｍ２・総戸数５１８戸の

高級マンション（億ション）が建設され，総工費は約

１，７００億円といわれる。マンション建設には，大阪市から

優良建築物等整備事業として約１６億円もの補助金が投入

され，２００２年には，第２２回大阪都市景観建築賞（大阪まち
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大阪市立大学大学院教授畑明郎

なみ幸大阪市長賞を受賞している。

重 金 属 汚 染 を 隠 して 販 売

しかし、２００２年９月にＯＡＰの地下湧水から下水道基

準を超えるヒ素とセレンが検出され、１９９７年のオープン

以降、基準を超える汚染湧水を無処理で大阪市下水道に

放流し続けていたことが判明した。また、約１００年間操

業し１９８９年に閉鎖した大阪製錬所跡地で実施した土壌・

地下水汚染調査では、高濃度のヒ素・セレン・鉛などの

重金属汚染があり、一定の対策を実施したことを隠して、

マンションを販売していた。２００２年１１月に実施した表層

土壌調査では、環境基準を超えるヒ素・セレン・鉛が多

数検出された。

２００３年７月に三菱マテリアルが組織した学識者による

「ＯＡＰ土壌の調査・対策に関する検討委員会（委貝

● ，

長・大阪産業大学村岡浩

爾教授）」が、新たな土

壌・地下水調査を全くせ

ず に 報 告 書 を ま と め た。

報告書は、「地下水位は

Ｓ謡ぶ］ｊ，-：：謡：
ので、表層土壌６５ｃｍを

入 れ 替 え れ ば 安 全 で あ

る」との結論を出し、こ

れを根拠に三菱側は１１月

に「１０億円かけて表層土

壌６５ｃｍを入れ替える」

と記者発表した。これに

対してマンション住民ら

● ，Ｉ ’゛は同意せず、地下の土

？？壌・地下水汚染調査と抜
畷｜
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管理組合内に設けられた［土壌問題専門委員会］は、土

壌汚染問題解決に向けた敷地内ボーリング調査の実施を

管理紐合総会に提案し、調査計画書作成と業者の検討を

私に依頼した。しかし、三菱側の意を酌む管理組合内の
一部役員の強硬な反対で、これらのボーリング調査計画

の実施は困難となり、国の公害等調整委貝会に問題を持

ち込むことになった。管理組合は、公害等調整委員会に

持ち込むことを弁護士を介して三菱側に捉案したが、三

菱側はこの提案を拒否し、膠着状態に陥った。そこで、
一部の住民は、売買代金返迷等請求訴訟や、宅建業法違

反（重要事項の不告知）容疑の刑事告訴に踏み切った。
一方、ＯＡＰに隣接して環境基準超過の毛馬桜之宮公

園を有する大阪市は、３月下旬の桜の開花時期までに、

芝張りや立入制限柵などの応急対策工事を住民側に提案

したが、抜本的な対策を要求する住民側の同恵を得られ

なかった。結局、７月の天神祭りに間に合わせるために、

６月に遮水シートとガードフェンスが設置された。囲い

をして立入禁止にしているが、理由は書かず、芝生養生

のためと偽った看板を立てようとした。

大 阪 府 警 が 強 制 捜 査

１０月２８日に大阪府警生活経１斉課は、宅建業法違反（重要

事項の不告知）容疑の刑事告訴を受けて、ＯＡＰオフィス
タワーにある三菱地所大阪支店、三菱地所住宅販売、三

菱マテリアル大阪支社、ＯＡＰレジデンスタワー販売セ

ンターなどを一斉に強制捜査した。土壌汚染問題で初め

て宅建業法の適用を決めた刑事事件として、大々的にマ

スコミに報道された。

１１月２２日に大阪府警は、ＯＡＰ土壌汚染をめぐる宅建

業法違反容疑事件で、三菱地所住宅販売本社、三菱地所

本店および三菱マテリアル本社を強制捜査し、ＯＡＰに

関する議事録や打ち合わせ記録などダンボール箱で約

１００個分を押収した。１２月１６日に大阪府警は、ＯＡＰマ

ンションを販売した三菱地所住宅販売を宅建業法違反

（重要事項の不告知）容疑で、大阪地検に書類送検した。

２００５年１月７日にＯＡＰ共同事業者の三菱マテリア

ル・三菱地所・大林組・三菱マテリアル不動産は、ＯＡ

Ｐマンション管理組合法人に対して、具体的対応を提案

する文書を提出した。１月３０日に三菱側は、管理組合に

対して『土壌問題解決のための協議についてのご提案ｊ

を文書で申し人れた。文書では、同和鉱業グループによ

る「ＯＡＰ土壌・地下水汚染調脊計画と対策の方向性」

について管理組合と協議しながら実施したいとし、４月

以降、新規ボーリング等による土壌・地下水汚染調査を

行うこととなった。

抜 本 的 な 解 決 に 向 け て

２月２７山二調杏・対策費用として４５億円、損害賠償費

用として１５億円の合計６０億円を用意し、大阪地方裁判所

の民事調停を巾し立てると文書で提案した。３月５日に

は、提案のＦ補足説明書ｊを提出し、「調査・対策は管

理組合の同意を得て実施する。仕民推薦の学者（筆者）

も入れた第三者の専門委貝会を作り、調査・対策を評価

する。ＧＯ億円は最終的な金額ではなく、上下する。」と

した。３月２０日の管理組合臨時総会で三菱側の提案を基

本的に了承し、４月以降、具体的な調査・対策の実施と

損害賠償交渉を進めることになる。

３月２９日には、大阪府警はマンション販売峙に上壌汚

染を認識しながら客に説明しなかったとして、事業主体

の三菱地所の鳥木茂社長と三菱マテリアルの前社長の西

川章会長ら当時（７）両社幹部計１０人と、法人としての両社

を宅建業法違反（重要事頂の不告知）容疑で書頬送検した。

５月８日に、三菱地所、三菱マテリアル、大林組など

の事・業者とマンション管理組合は、「マンション購入額

の２５％を金銭補償する。また、マンションの買い取りを

希望する場合は業者の鑑定評価に１０％を上積みする」と
いう補依案で介意した。補償額は約７５億円で、三菱側は

今後、全住民と個別交渉に入る。しかし、住民側には、

「合意は早すぎる。金額にも納得できない。三菱側は刑

事処分が近くなったので、和解を急いだだけ」といった

根強い不信感が残っており、個別交渉は長期化が予想さ

れ る。

マンション住民らは、筆者や土壌汚染コンサルタント

などの専門家、弁誕士、建設新聞や高杉晋吾などのジャ
ーナリストなどの協力を得て、三菱側や大阪市寄りの一

部住民らの妨害を排しながら、粘り強く住民運動を進め

てきた。２００４年末の大阪府警の強制捜査・書類送検以降、

三菱側の態度は軟化し、解決に向けて住民らと話し合う

気運も出Ｉてきている。２００５年度には調査と対策が進展し、

抜本的なｆ悍決に向かうことを期待したい。

参考文献：
畑明郎［２００４］ｒ拡人する土壌・地下水汚染一上壌汚染対策法
と汚染の現実丿世男！思想社

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲＶＯ１３５０
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土壌汚染対策法施行状況

１、土壌汚染対策法に基づく調査数
土壌汚染対策法に基づく調査は、いわゆる工場跡

地（水質汚濁防止法の対象となる特定施設で使用廃
止したもの）に対する調査（以下「３条調査」とい

引と、それ以外の土地に対する調査（以下「４条
調査」という）に分けられる。

環境省が平成１５年２月１５日から平成１７年２月１５日
までの施行状況として公表した資料によれば、３条
調査の対象となる土地１２５４件のうち、わずかに２５４件
が調査されたに過ぎず、約８割の土地は訓査が行わ
れていない。さらに、４条調査の命令が行なわれた
のは４件に過ぎない。
２、なぜ調査が進まないのか
３条調査が進まない理由は、３条１項但書によっ

て、引き続き工場・事業場の敷地として利用される
場合等は、都道府県知事の確認を得ることによって
調査実施の猶予を受けることが出来るからである。
この猶予を受けた件数及び猶予確ｔ氾中の件数は、合

計９８０件にものぽっている。
また、４条訓査は、実質上、汚染が既ａこ碓認され

ている場合に適用されるため、新たな汚染を確認す
る手続としては機能していない。
３、未調査の土地売買に潜む問題点
３条調査を猶予された件敷のなかには、調査猶予

のまま売買され、第三者に所有権が移転しているも
のがある。この場合、譲受人が調査義務を引き継ぐ
ことになっているが、工場の有害物質使用・保管履
歴などの情報が引き継がれていかない場合には汚染
を発見しにくくなる危険が高い。高濃度の汚染が懸

念される場合には、訓査一対策に莫大な費用が予想
されるため、暫定的に倉庫などに利用して調査猶予
を受けることも考えられる。このような場合、汚染
の拡散、地下水汚染など汚染の深刻化が懸念される。
また、４条調査が対象となる汚染には、埋設農薬、
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国 民 会 議 常 任 幹 事 ・ 弁 護 ± 佐 藤 泉

残土、廃棄物、倉庫での汚染物飛散などを原因とす

るものがあるが、この汚染が非常に深刻であること

が 分 か っ て 来 て い る 。 茨 城 県 神 栖 町 の ヒ 素 汚 染 も、

生コンに有害物質を混ぜて不法投棄されたものが汚

染原因であることが判明した。このように、不法投

棄や残土由来の汚染は、いつ、誰が、どのようなも

のを投棄したのか追跡調査をすることが困難であり、

３条調査よりも把握が困難である。したがって４条

調査をすべき土地について、自由に売買され、宅地

化等の開発が行われていることは、汚染の拡散だけ

ではなく、重大な健康被害をもたらす危険がある。

４ 、 汚 染 が 認 め ら れ た 場 合 の 対 策

汚染が認められた場合、指定区域に指定され、適

切な対策が行なわれれば指定解除を受ける。土壌汚

染対策法施行後２年間で、５６件が指定区域に指定さ

れ、そのうち２０件が全部解除、４件が一部解除とな

った。対策については、汚染土壌の掘削・除去を行

ない、最終処分場に埋立をするかセメント原料化す

ることが多いが、最近ではコストの安い不溶化（汚

染物質の溶出を防止する化学的処理）なども増えて

い る よ う で あ る。

５ 、 今 後 の 課 題

上壌汚染対策法は、成立当初から、調査の契機が

極めて１設定されているだけではなく、広範囲な調査

猶予が認められているため、調寺一対策が進まない

の で は な い か と 懸 念 さ れて い た 。 ２ 年 を 経 過 して、

その懸念は現実のものとなっている。土壌汚染の拡

散や地下水保全のためには、工場操業中の自主的調

査や不動産売買契約時の自主的調査も、弾力的に土

壌汚染対策法に取り込むとともに、調査の猶予を限

定する等、法律の見直しが必要であると思われる。
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こ れ で 良 い の か 土 壌 汚 染 調 査 法

９ｏ法人日本地 質 汚 染 審 査 機 構 理 事 長 楡 井 久

毎日配達される１０数ページからなる新聞、週刊誌や電

話帳の１冊の中の各ページが、どのページから作られた

かの区別ができるでしょうか。それぞれの新旧の区別は

不可能です。この新旧の区別が不可能な新聞の１束、週

刊誌や電話帳の１冊は、厚さは異なりますが、それぞれ

時間的には同一な最少単元になります。また、自然界で

は、一瞬の火山噴火で積もった溶岩や火山灰または洪水

時に堆積した地層内も時間的に新旧を区別することが不

可能です。したがって、これらの地層も厚さは異なりま

すが峙間的に同一一な地層単元です。

この最少単元にあたる新闘の上に週刊誌を置き、さら

にその上に電話帳を置きます。すると、新聞、週刊誌、

電話帳といった順番で累積することになります。この３

者の関係では、下位の新聞紙は古く、上位の電話帳が最

も新しく置かれたことになります。地層単元の場合も同

じです。溶岩・火山灰り共水堆積層といった地層単元が

順喬に堆積していれば、前者の溶岩が古く、洪水堆積層

が一番新しくできたことになります。このような下位の

地層単元が古い地屑単元で、上位の地層単元が新しい地

層単元であるという単純ですが地質学では重要な法則

が、イタリアのニコロ・ステノ（ＮｉｃｃｏｌｏＳｔｅｎｏｎｅ、１６３８～

１６８７）によって発見されました。

考古学では、土壌を地表から下位へ順喬に掘り下げ遺

構を発掘します。そして、鎌倉時代・平安峙代・弥生時

代・縄文時代といった各時代の遺跡や生活面が上位から

下位に向かって順番に発見されます。このことは、土壌

が繩文時代・弥生時代・平安時代・鎌倉時代といった各

時代にできた地層単元が下位から順番に累重しているこ

とを物語っています。つまり、十壌も幾枚もの土壌川の

単元が累重した地屑単元から成り立っているのです。

また、神栖町の有害有機氏素コンクリート塊や束京の

江東区に分布する六価クロム鉱滓のように汚染物質自体

が地屑汚染単元をなすことがあります。さらに、有機塩

索系化合物のような液体の汚染物質は、地川単元の透過

性に支配された地層汚染単元を形成することもありま

す。地層汚染単元は地層累重の法則にもそって分布しま

すが、この単元の厚さも異なります。地層汚染単元は、

環境行政の土壌汚染訓査法に見合って、０．５ｍ、１ｎｌ、２

ｌｎ、３ｍ‥‥‥‥１０ｍといったように機械的に分布はしてく

れません。この土壌汚染調査手法で行う無単元調査法に

従った調査ミスで汚染が拡大するといった不祥事が最近

大規模に発生してきています。土壌汚染調査手法は、ス

テノが地質学の法則を発表した１６６９年代以前の手法であ

り、国民の健康を守り、汚染地下水を浄化して地下水資

源として持続的に利用するといった観点の調査には全く

適しておりません。なぜなのかは、考えてみて下さい。

汚染源となる地層汚染単元を発見するには、その地屑

単元の境界と各地層単元内の地層構造を重視した分析試

料の採取が重要です。そして、各地層単元の汚染物質の

調査から地層汚染診断図が作成され、？万染機構が解明さ

れます。つまり、病理学的診断のもとに治療がなされる

ように、汚染機構。解明のもとに浄化がなされなければな

りません。

そして、第三者による完全浄化の審査を受ける必要が

あります。有害物質での汚染隠しで有名になった大阪ア

メニティーパーク（ＯＡＰ）の調査・対策は、土壌汚染

調査法を圭張する学識経験者・行政・企業の委員会談合

とも思われ、無審査同然のようです。それに対置するの

が、千葉県我孫ニＤｌｊの日立精機工場跡地の調査・対策で

あります。ここのマンション敷地は、地質汚染機構解明

から完全浄化まで、ここの調査・対策と令く関わりのな

い第三者機関の審査を受け完令浄化を獲得しています。

そして、完令情報公開です。

マンションを囃入する場合にもちょっとした注意で天

国と地獄、その不動産佃値は令く異なります。十分に注

意してください。

ＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ．３５●



有害化学物質の排出量は本当に
減ったのだろうか？
一疑問の残る第３回ＰＲＴＲデータ公表

，、Ｈ＝・ｏ有割１；学物質削減ネットワーク（Ｔウォッチ）代表中地重晴

は じ め に

２００５年３月１８日、国による第３回のＰＲＴＲ（環境汚

染物質排出移動登録）データ公表が行われました。今回

の発表されたデータ（表１）によると２００３年度巾に日本

国内で環境中に排出・移動された有害化学物質の量は

８７、３万トンで、前年よりも２２．３万トンも減少しました。

ほんとうに少なくなったと手放しで喜ぶわけにはいきま

せん。その辺の事情をまとめてみました。

表 １ 排 出 量 ・ 移 動 量 の 経 年 変 化 （ 干 ト ン ）
１２００３年度 ２００２年度 ２００１年度

Ｊ函出排出量 ２９１ ２９０ ３１４
届出移動量 ２４０ ２１７ ２２３
届出外排出量 ３４２ ５８９ ５８５
合 計 ８７３ １，０９６ １、１２２

届 出 対 象 外 排 出 量 の み 減 少

２００１年４月から施行された化学物質排出把握促進法の

小規杖取扱い（スソきり）事業者に対する猶予期間が切

れて、２００３年度からＰＲＴＲ制度は本格運用されました。

当初、ＰＲＴＲ制度の届出対象事業者は報告対象物質の

年間取扱量は５トン以上でしたが、２００３乍度からは年間

取扱量１トン以上になりました。制度上は、年間取扱量

５トン未満の事業者からの排出量については、国が行う

届出外排出量の推計の巾で、カウントされることになっ

ていました。

そのため、２００３年度の届出事業者数は３４、５１７件から
乙１１、０７９件と約Ｆ５、５００件、こ大幅に増加したわけですが、表１

を見ると届出排出量は２９．０万トンから２９．１万トンと微増、

届出移動量は２１．７万トンから２４．０万トンに１割強増加し

ました。その一方で、届出外排出量は５８．９万トンから

３４．２万トンと大幅に減少しました。減ったのは届出Ｉ対象

業種（スソきり事業者）からの排出量の推計値で２５．１万ト

ンから５．５万トンと大幅に減りました。また、移勁休（自動

中排ガスなど）からの排出量の推計値７うｕ５、４万トンから

１１．９万トンに大幅に減少し、この二つの推計値の減少が

ＯＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ．３５

原因で、全体の排出・移動墨の合計が減少したわけです。

どうやら、今まで対象業種のスソきり事業者からの排

出量の推計値を大きく取っていたようです。国は信頼で

きるデータをもとに推計したと説明していますが、本当

なのか疑問が残ります。

進 ま な い 未 届 け 事 業 者 の 実 態 把 握

また、そのー一方で、スソきり事業者が正しく排出、移

勤皇を届出ているのかも不明のままです。総務省は５月

２日に、ＰＲＴＲ制度に基づく有害化学物質に関する国

の実態把握、管理が不十分だとして、経済産業、環境、

厚生労働、雌水、国土交通５省に改善を求める勧告を行

いました。総務省は一昨年皮ＰＲＴＲ制皮に関する行政

評価・監視を行いました。筆者のところにもヒアリング

に来られましたが、総務省によると、２００２年度に届出が

なかったプラスチック製造業者など９４事、業者を対象に、

サンプル調査を実施したところ、５３事業者が０２、０３年皮

とも届出義務があったにもかかわらず、３８事業者は２年

連続で届け出を怠っていた。未届出の理由については、

「制度やその内容を知らなかった」との回答が８４％に上

ったとのことです。Ｔウォッチでは未届出事業者の実態

把握の必要性をパブコメ等で指摘してきましたが、今回、

ようやく国も気が付いたというところでしょうか。

毎年、年間１千トンを上回る排出量や移動量を初めて

届出る事業者がでていますが、大規模事業者でも報告を

怠っているようです。そういう点では、小規模のスソき

り事業者が届出なくなって届１１』．ＩＩ排出量が過小評価されて
いるかもしれません。どちらにしてもＰＲＴＲ制度は始

まったばかりで、国民が信頼できるデータ公表が行われ

るにはしばらく時間がかかるようです。Ｔウォッ千とし

ては、データの正確性、精度をあがるよう届出データの検

索ウェブサイトを充実させていきたいと考えています。

※Ｔウォッチのウェブサイト：http://www.ｔｏｘｗａｔｃｈ.net
れ小業者がどのょうな属川を行ったかを検索することができます。



環境法の今・第２２回

京都議定書目標達成計画の決定と
地球温暖化対策推進法の改正

気 候 ネ ッ ｌ ヽ ワ ー ク 畑 直 之

地球温暖化防止の京都議定書が本年（２００５年）
２月１６日に発効したのを受け、国内でも対応する
法整備が行われていますのでご紹介します。

●京都議定書目標達成計画の決定

○京都議定書目標達成計画の問題点
しかしこの計画には様々な問題があり、６％削

減目標の達成が危ぶまれます。以下見てみましょ
う。
・市民参加に乏しい策定過程

今回の達成計画の策定過程においても、政府内

○京都議定書目標達成計画の策定について

もともと政府では、地球温暖化対策推進大綱

（首相を本部長とする地球温暖化対策推進本部の

決定、１９９８年策定、２００２年改定。以下、大綱）の

「ステップ・バイ・ステップのアプローチ」に基
づき、２００５年からの第２ステップヘ向けた大綱の

評価・見直しを、第１ステップ最終年の２００４年の

初めから進めていました。一方、２００２年に改正さ

れた地球温暖化対策推進法には「政府は京都議定

書目標達成計画（以下、達成計画）を定める］と

いう京都議定書発効と同時に効力を発する条文が

盛り込まれており、今年２月の議定書発効に伴い

この条文が有効となったため、大綱の改定作業は

そのまま法定の達成計画の策定作業にスライドし

た の で す。

政府は、３月２９日に達成計画案を公表、意見募

集を経て、４月２８日に達成計画を閣議決定しまし

た 。

の密室で官僚主導で策定作業が行われる点は従来

から基本的に変わっていません。市民参加は形式

的な意見（パブリックコメント）募集だけであり、
国民の代表である国会の審議はおろか承認も必要
ありません。特に達成計画案に対する意見募集期
間が通常の１ヵ月の半分の２週間と短かく、しか
も意見募集終了からわずか２週間で閣議決定とい
うスケジュールは、「パブコメ」がいかに形式的
で、政府が市民の意見を真摯に反映するつもりが
ないかを示しています。温暖化対策はその実施に
おいてすべての主体の参加が必要であるのに、策
定過程におけるこのような参加の欠如は大きな問
題です。

・従来政策の総括と反省の欠如

新しい政策を策定する際には、それまでの政策

を分析・評価し、その課題を踏まえて行うのが常

識と考えられます。しかし達成計画には、今まで

の政策が弱かったために二酸化炭素（Ｃ０２）排

出が増え続けていることに対する分析・総括・反

省が欠如しています。

・相変わらず森林吸収と京都メカニズムに依存し

た目標

達成計画の分野・区分別の目標を従来の大綱と

比べると、次頁の表の通りです。

森林吸収源と京都メカニズムに５．５％を依存し国

内削減分は-０．５％にすぎない点は、従来の大綱と

同じであり、率先して国内で削減して先進国とし

ての責任を果たすものにはなっていません。また
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表京都議定書目標達成計画の対策の分野・区分別の削減目標

対策の分野・区分 太 絹 達成計画
国内での

排出削減

エネルギー 起 源 Ｃ ０ ２ ±０．０％
十〇．６％革新的技術開発・国民各界各層の更なる温暖化防止活動 -２．０％

非 エ ネ ル ギ ー 起 源 Ｃ Ｏ ２ 、 メ タ ン、 一 酸 化 二 窒 素 -０．５％ -１．２％

代替フロン等３ガス（ＨＦＣ・ＰＦＣ・ＳＦ６） 十２．０％ 十〇．１％

吸収と国外
からの調達

森林等の吸収源（国内） -３．９％ -３．９％

京都メカニズム（排出量取引・共同実施・クリーン開発メカニズム） -１．６％ -１．６％

計 -６．０％ -６．０％

（※基準年総排出量比）

エネルギー起源Ｃ０２（石油・石炭などの化石燃

料使用に伴い排川されるＣ０２）の目標は、排出

増の現状があるとはいえ、従来の大綱で革新的技

術と国民の活動を含めて-２％だったものを、十

〇。６％に大幅に緩めてしまいました。

また、代替フロンは今後使用をやめるべきもの

であり、現在まで排出量が減ってきているにも関

わらず、達成計画では２０１０年に向けて大幅増加を

容 認 して い ま す。

しかも達成計画は「６％」ぎりぎりで組み立て

られているため、どこかが上手く行かないと、そ

の分は外国から買ってくる京都メカニズムでカバ
ーせざるを得ない形になっています。国内での排

出削減を中心に６％削減を余裕を持って確実に

達成できる全体構成とすべきです。

・原子力発電の設備利用率引き上げに依存

エネルギー起源ＣＯ２の削減は、原発の設術利

用率引き上げに依存しています。過去に一度も実

現したことがない８７～８８％という異様に高い数字

を達成するとしており（過去ではトラブルがなく

率が高かった年でも８０％程度です）、最初の大綱

の「原発２０基増設」と同様、実現不可能なことを

見込む過ちが繰り返されています。安全に配慮し
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た余裕をもった設備利用率とすべきです。

・炭素税など実効性の高い政策は盛り込まれず

肝心なのは、数字合わせではなく削減対策を推
し進める政策（規制や経済的手法）の裏付けです
が、達成計画のその部分は、従来の大綱と同様、

極めて弱いものとなっています。
追加的な政策措置として具体化されているの

は、事業者の温室効果ガス算定・報告・公表制度
を導入する地球温暖化対策推進法改正（後述）、

運輸部門の事業者・荷主に省エネ計画策定・報告
を課するなどの省エネ法改正にとどまっていま
す。

「政策手法の総動貝」と言いながら、産業部門
は相変わらず経団連自主行動計画に依存するな
ど、政策的な裏付けが乏しいままです。排出削減
の実効性の高い、炭素税、石炭火力発電抑制策

（石炭課税の強化・火力発電のＣ０２原単位目標設
定・石炭火力発電新設規制など）、住宅・建築物
の断熱基準（省エネ基準）の規制化（義務化）、

機器や住宅の性能表示の義務化、代替フロン使用
規制などの政策措世は盛り込まれませんでした。
とりわけ炭素税は、すべての主体に対して課税

による価格効果で削減を促すことができる必要不



可欠な政策ですが、達成計画ではＦ真摯に総合的
な検討を進めていくべき課題」とされ早期導入の
方針は示されていません。

● 地 球 温 暖 化 対 策 推 進 法 の 改 正

１９９８年に制定され、２００２乍に改正された地球温

暖化対策の推進に関する法律（地球温暖化対策推

進法）は、規制的措世や経済的措置は全く含まれ

ず、地球温暖化防止活動推進センターの設世や地

球温暖化防止活動推進貝の委嘱など普及啓発措世

を規定するだけの、ほとんど中身のない法律で

す 。

この度、一定規模以上の事業所（事一業者（企業）

単位ではなく工場単位ということです）を対象に

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度を導入

する改正案が政府から出され、国会審議中です

（５月１２日に衆議院で全会一致で可決され、その

後参議院で審議中）。

このような制度は温室効果ガス排出削減の基礎

となるもので、今までなかったことの方が問題で、

遅きに過ぎたと言えますが、一歩前進ではありま

す。しかし次のような問題点があります。

（い法案には書かれていませんが、公表される

のは京都議定書に規定されたＧつの温室効果ガス

の、①企業別、②業種別、③祁道府県り｜ＪＣこ集計さ

れたデータであり、各串業所単位のデータは情報

回示請求が必要となる予定とされています。もと

もと公表可能なデータなのに開示請求が必要なの

は情報公開の流れに逆行するものであり、事業所

単位のデータも開示請求なしで最初から兄られる

ようにすべきです。

（２）各事業者が政府に報告する原データは、化

石燃料・については現在省エネ法で種類別に報告さ

れており、新しく加わる代替フロンも物質別に報

告されると考えられます。しかし制度案ではそれ

らの種類別の排出量の公表は予定されていません
が、当然これらも公表すべきです。

（３）いわゆる［企業秘密］の規定がありますが、
そもそも温室効果ガスの排出量が企業秘密に該当
するというのは、様々な分野を見渡しても常識的
にまず考えにくいと言えます。企業秘密に該当す
るかどうかの基準は、公表を原則とした厳格なも
のとすべきです。また仮に企業秘密とされる場合
でも、主務大臣（環境大臣）も原情報を持つ仕組
みとすべきです。

●求められる早急な政策強化

この他、今国会で成立見込みの関連法は、上で

簡単に触れた省エネ法（エネルギーの使用の合理
化に関する法律、経済産業省・国土交通省共管）
改正案と、温暖化防止はあくまでも副次的な「流
通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
案」（新法、国土交通省・経済産業省・農林水産
省共管）にすぎません。
このままでは６％削減目標の達成は危ういと言

わざるをえません。政策を抜本的に強化すること
が急務であり、第２ステップの最終年である２００７

年の評価・見直しでは遅すぎます。達成計画で検
討課題とされていたり触れられていない炭素税な
どの実効性の高い政策措置を、早急に実施に移す

必要があります。
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カドミウムといえば１９６０年代の公害、イタイタイ病の原因物質として知ら
れています。日本人のカドミウムの摂取量は減りつづけており、問題はないと
言われていますが、現在でも日本人のカドミウム平均摂取量は、アジアの国々
と比べて２倍以上になっています。
その中でも特に注目される食品は米で、カドミウム総摂取量の４０～５０％を
占めています。私たちの主食であるお米を中心にカドミウム汚染の現状と問
題点について、東京都の環境科学研究所で有害化学物質を３０年にわたって分析
してこられた小野塚春吉氏にお話を伺います。
◇共催：国民会議食品プロジェクト・食の安全監視委員会
◇日時：フ月３０日（土）午後１：３０～午後３：３０
◇場所：環境パートナーシップオフィスエボ会議室（東京・青山）
◇講師：小野塚春吉氏（財団法人政治経済研究所環境問題研究室主任研究員）
（詳細は、ホームページでもご紹介します）

回 ’ ■ ｜ 呂 三 ｓ

子どもプロジェクトが新しくなって再スタートします。今年の９月から１２月
までを第一期として、子どもをめぐる問題について４回の連続学習会（胎児の
危険、子どもの発育の問題、ＬＤ、ＡＤＨＤ、シックスクールなどを検討中）を開
催する予定です。このプロジェクトに企画立案から一緒に活動していただける
方を募集しています。ご興味のある方は事務局までご連絡ください。

編集後記群野否春さ四回筧佐和洋亮

スローフード・スローウォーク
２０年前、北イタリアの田舎町ブラで

発 足 し た ス ロ ーフ ー ド の 運 動。
き っ か け は 、 ロ ー マ の スペ イ ン 広 場

に フ ァス トフ ー ド の 代 表 と も い え る マ
ク ド ナル ド が 出 店 す る こ とへ の 対 抗 で
あ っ た。
ス ロ ーフ ー ド 、 そ れ は 、 美 食 と い う

観 念 に 環 境 と 正 義 と い う 要 素 を 付 け 加
え た も の で あ る。
会 長 の カ ル ロ ・ ペ ト リ ーニ 氏 は 言 う。

「本当においしいものとは何か、ます食
べ て お い し く な け れ ば な ら な い 。 そ し
て 、 そ の 食 品 が 作 ら れ る プ ロ セ ス に お
いて、 環 境 に 付 加 を 与 え な い こ と 。 さ
引 こ 道 義 上 適 切 な 作 ら れ 方 を して い る
こ と だ 。 第 三 世 界 を 搾 取 す る よ う な 方
法で生産されていてはいけない。」
こ の ス ロ ーフ ー ド 協 会 は 、 世 界 有 数

の 国 際 Ｎ Ｐ Ｏ へ と 成 長 して 、 現 在 は 世
界中５０力国にＢＯＯ以上の支部かおり、
８万人の会員を持つに至っている。
『 環 境 に 関 心 の な い グルメ は 愚 か 者

だ が 、 か と い っ て、 食 に 関 心 の な い エ
コ ロ ジ ス ト は と い え ば 、 そ れ は た だ 退
屈なだけなのだよｊ（カルロ・ペトリー
ニ）
２５年間続いている身体障害者登山会

が あ る 。 神 奈 川 県 小 田 原 市 に 本 部 が あ
る登山クラブ「ベルククラブ」。
この５月２９日（日）、富士山のすぐ北

側の平尾山０２９０ｍ）に２５回目の身

回 ． ＝ ９ ・ Ξ ・ ・ ｌ ・ ・

４月１４日常任幹事会開催
４月２０日食品プロジェクト会議
４月２１日予防原則プロジェクトブックレット
編集作業
５月１２日常任幹事会開催
５月２０日予防原則プロジェクトブックレット
編集作業

障 者 登 山 会 が 行 わ れ 、 私 も ボ ラ ン ティ
アとして参加した。身障者４２名、ボラ
ンティア１３Ｇ名の合計１フ８名が、普通
に登れば往復２時間のコースを、その３
倍 も か け て 往 復 し た。
こ の 日 は ス ポー ツ 新 聞 社 主 催 の 山 中

湖１周マラソンの日。私達は豆粒のよう
に 湖 畔 を 走 る ラ ン ナ ー を 見 な が ら 登 っ
た 。 こ ち ら も フ ァス ト と ス ロ ー の 対 比。
裾 野 か ら 頂 上 ま で が そ の ま ま そ っ く

り 視 界 に 収 ま る 富 士 山 。 水 楢 の 透 明 な
新 緑 の 影 に 姿 を 見 せ ず に 付 いて 来 る 鴬。
幹 を 登 る 赤 い 腹 の 大 蟻 や、 葉 っ ぱ 一 面
の 黒 い 虫 の 卵 。 虎 杖 （ い た ど り 、 ス カ
ン ポ ） を 折 り 皮 を 剥 いて 頬 張 る 水 滴 の
酸 っ ぱ さ は 子 供 の 頃 と 同 じ 味 。 群 れ る
白い花の中の紅い小梨の実。
普 通 に 登 っ て い れ ば 気 付 か な い こ と

や 出 来 な い こ と が 、 こ の ス ロ ー ウ ォ ー
ク に は あ る 。 そ して、 杖 に 体 重 を 掛 け
て支える急登では、「身障者」や「ボラ
ン ティア 」 を 超 え 互 い に 「 た だ の 人 」
と して 力 を 合 わ せ る。
都会の日常では味わえない爽やかな１

日 で あ っ た。
『次回のｒ車椅子登山会』は１０月１６日
（日）。問い合せＴＥＬＯ４６５、２３-
０４１６ベルククラブ本部
ス ロ ーフ ー ド と ス ロ ー ウ ォ ー ク の 共

通項。それは自然。（参考文献＝ＳＩＧ
ＮＡＴＵＢＡ０５／６月号。ペルククラブ
「平尾山、身障者登山会計画書」）
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ニ ュ ー ス レ タ ー 第 ３ ５ 号
２００５年６月発行

発 行 所
ダイ オ キ シ ン ・ 環 境 ホ ル モ ン 対 策
国 民 会 議 事 務 局
〒１６０-０００４
東京祁新宿区四谷１-２１

戸田ビル４階
ＴＥＬ０３-５３６８-２７３５
Ｆ７ＸＸ０３-５３６８-２７３６

編集協力・レイアウト
㈲総合丁房キャップ

ΦＮＥｗｓＬＥＴＴＥＲｖｏｌ．３５

＊国民会議事務局のＥ、ｍｃｉｌアドレスは、ｋｏｋｕｒｌｌｉ-ｋａｉｇｉ＠斗ｄ．ｏ｛ｊｎ．ｎｅ．ｊｐです。

・ ● ● ● ● ● ● ●


